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上記のとおり領収しました。 上記のとおり納付します。

上記のとおり通知します。

この余白を実線の位置で切り取り、金融機関又は郵便局にお持ちください（なお、納付書の点線については、切り取らずお持ちください。）。　この余白を実線の位置で切り取り、金融機関又は郵便局にお持ちください（なお、納付書の点線については、切り取らずお持ちください。）。
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法人 法人 法人都道府県コード 領 収 証 書 都道府県コード 納　付　書 都道府県コード

0
口　座　番　号 加　入　者　名

埼玉県 00160-5-960410 埼玉県県税事務所長
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口　座　番　号 加　入　者　名 口　座　番　号 加　入　者　名
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＊納税番号を忘れずに御記入ください。 35

埼玉県県税事務所長

所在地及び法人名 所在地及び法人名 所在地及び法人名

00160-5-960410 埼玉県県税事務所長 埼玉県 00160-5-960410埼玉県
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